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第１章  計画の策定にあたって

１  計画策定の趣旨

全国の年間自殺 者数は、 平 成１０ 年に 急 増し、 その 後 も３ 万人

前後と高い水準が続いて いました 。こ のよ うな 状況 から 国は、平

成１８年に「自殺対 策 基本 法 1」（ 以 下「 基 本 法 」と い う 。）、平

成１９年には「基本法」 にもとづ き政 府が 推進 すべ き自 殺対策の

指針として定める「自殺総合 対策 大綱 」（ 以下「大 綱 」と いう 。）

を策定し、自殺対策が始 まりまし た。  

平 成 ２ ２ 年 以降 、 自 殺 総 合 対策 に より 自 殺者数 は減 少 しま した

が、今なお２万人を超え る水準で 推移 して いま す。 「基 本法」の

施行から１０年の節目に 当たる平 成２ ８年 には 「基 本法 」が改正

され、自殺対策を地域レ ベルで推 進し てい くこ とと し、 市町村に

自殺対策計画の策定が義 務付けら れま した 。  

青 梅 市 で は 、平 成 ２ ９ 年 に 改正 さ れた 「 大綱」 にあ る 、自 殺対

策は「生きることの包括 的な支援 」と して 実施 され るこ とを基本

理念に、自殺には多様か つ複合的 な原 因お よび 背景 があ ることを

踏まえ、自殺対策を保健 、医療、 福祉 、教 育、 労働 、そ の他の関

連施策との有機的な連携 により「 誰も 自殺 に追 い込 まれ ることの

ない社会の実現」に向け 、本計画 を策 定し ます 。  

1  自 殺 対 策 基 本 法  
自 殺 の 防 止 と 自 殺 者 の 親 族 等 へ の 支 援 の 充 実 を 目 的 と し て 制 定 さ れ た 法

律 。法 制 化 に 向 け て 全 国 で 署 名 活 動 が 行 わ れ た 。平 成 １ ８ 年 ６ 月 ２ １ 日 に 公

布 、同 年 １ ０ 月 ２ ８ 日 に 施 行 。施 行 か ら １ ０ 年 の 節 目 に 当 た る 平 成 ２ ８ 年 ３

月 に 改 正 、 同 年 ４ 月 1 日 に 施 行 さ れ た 。
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２  計画の位置づけ

 本 計 画 は 、「 基 本 法 」 第 １３ 条 第 ２ 項に もとづ く 「市 町村自 殺対

策計画」で、青梅市の自殺対策 を進 め るた めの方 向 性や 目的を 定め

るものです。国の大綱や東京都 の「 東 京都 自殺総 合 対策 計画」 を踏

まえるとともに、「青梅市総合 長期 計 画」 の部門 計 画の ひとつ であ

る「青梅市健康増進計画」にも とづ く 、か らだと こ ころ の健康 づく

りと連動する計画として策定す るも の です 。

青梅市地域福祉計画

青梅市総合長期計画

青 梅 市 食 育 推 進 計 画

青 梅 市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画

青 梅 市 介 護 保 険 事 業 計 画

青梅市障害者計画、 障害福祉計画、 障害児福祉計画

青 梅 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画

【 国 】

自 殺 総 合 対 策大 綱

【 東 京 都 】

東京都自殺総合対策計画

青 梅 市 健 康 増 進 計 画

連 携

青 梅 市 自 殺 総 合 対 策 計 画
連携
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３  青梅市の自殺対策の考え方

○  市 民 の 主 体 的 な 健 康 づ く り や つな が りを 醸 成し 、対 策 を進 め

ます。  

○  市 民 だ け で は な く 、 青 梅 市 を 訪 れ る 観光 客 等も 広く 自 殺対 策

の対象者として 捉 えていき ます 。  

○  全 庁 的 な 取 り 組 み と し て 、 各 部 署 で 所管 す る自 殺対 策 に関 わ

る取り組みを推 進 します。  

４  計画期間

本計画期間は、 次期の改 定 を健康 増進 計 画に合 わせ る ため 、平

成３１（２０１９）年度 から平成 ３６ （２ ０２ ４） 年度 までの６

年間とします。  

た だ し 、 自 殺 の 実 態 の 分 析 結 果 や 社 会 情 勢 の 変 化 等 を 踏 ま え 、

評価・検証を行いながら、適宜 内容 の見 直し を行うこ とと しま す。  

５  数値目標

大綱における全 国の数値 目 標に合 わせ 、 青梅市 にお い ても 平成

３８（２０２６）年まで に、自殺 死亡 率（ 人口 １０ 万人 当たりの

自殺者数）を平成２７年 と比較し て３ ０％ 以上 減少 させ ることを

目標とします。  

平成２７（２０１５）年の自殺死亡率２０．６  

平 成 ３ ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ま で に １ ４．４ 以下  

３０％以 上減少  


